
随意契約の公表（令和7年　9月分）

番号 事業実施課 契約名称
契約締
結年月

日

契約の相手方の名称及び所在
地

契約金額(消費税等含む)

地方自治法施
行令第167条の
2第1項中の該

当号（※）

随意契約の理由

1 秘書課
丸亀市市制施行20周
年記念市長表彰及び
式典招待者の記念品

令和7年
9月17日

公益財団本陣ミモカ美術振興
財団
丸亀市浜町80番地1

¥2,977,200 第2号

市制施行20周年記念式典の際に用いるために購入する今回の物品
は、本市の名誉市民である猪熊画伯の作品を基に作成した、公益財
団法人ミモカ美術振興財団でしか入手できない物品であるため、同財
団と随意契約を締結した。

2 危機管理課
災害時応急給水用組
立式タンクの購入

令和7年
9月3日

堀富商工株式会社

大阪府堺市西区浜寺石津町
東3丁5番23号

¥7,464,600 第2号

本製品は、災害時に給水車等から供給される飲料水を一時的に貯水
するための給水タンクであり、市内18箇所に設置される応急給水所の
運用において必要不可欠な防災資機材である。
組立式の仕様により、従来型の給水タンクと比較して軽量かつ省ス
ペースでの保管が可能であるほか、本体に1,000ℓ分の飲料水を貯水
した状態での運搬が可能な構造及び強度を有しており、能登半島地
震をはじめとする過去の災害対応においても豊富な運搬実績がある。
応急給水所への給水作業においては、給水車による対応では相応の
時間を要することが想定される中、堀富商工㈱が製造している当該製
品は、満水状態での車両移動及び荷卸しが可能であり、給水車の役
割も担える唯一の製品であることから随意契約した。

3 税務課

令和9年度固定資産税
（土地）の評価替えに
係る鑑定評価等業務
委託

令和7年
9月25日

公益社団法人　香川県不動
産鑑定士協会

高松市西内町３番７号　森ビ
ル

¥29,806,700 第2号

本業務は、固定資産税（土地）評価のうち宅地の評価額の基礎となる
ものであり、地価動向等を勘案し評価の均衡化、適正化を推進するこ
とを目的としている。市内における適正でバランスのとれた評価を求め
るとともに、地価公示価格、地価調査価格、相続税路線価との均衡、
近隣市町及び県内でのバランス調整及び情報交換等を行なう必要が
あるため、上記契約の相手方と随意契約を締結した。

4 まなび文化課
芸術鑑賞支援業務委
託

令和7年
9月25日

公益財団法人　丸亀市福祉
事業団

丸亀市大手町二丁目1番20
号

¥5,995,000 第2号

　本事業は、教育委員会「人づくり石垣プロジェクト」と連携した事業
（ふるさとでの芸術体験）であり、子どもたちに本格的な舞台芸術の鑑
賞の機会を提供することにより、豊かな感性を育み文化芸術への興味
関心及び地元ホールへの愛着を持つきっかけとすることを目的に実施
する。
　公益財団法人丸亀市福祉事業団（理事長　植村利克）はこれまでも
丸亀市内各所にて文化事業を展開してきたところであり、丸亀市民の
様々な文化活動への参加意欲を高め、文化振興に寄与してきた実績
がある。また、本業務内容と同様の事業をこれまでにも開催しているこ
とや会場となる施設の指定管理者であることを勘案すると、本事業を実
施するのに最もふさわしく他に同等な業務を履行できる団体がない。
適切に業務を履行できることが見込まれるため、随意契約を締結し
た。
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5 福祉課
丸亀市平和祈念式実
施に係る業務委託

令和7年
9月5日

公益財団法人
丸亀市福祉事業団

丸亀市大手町二丁目1番７号

¥1,129,000 第2号

本業務の委託先である、丸亀市福祉事業団は、祈念式会場を運営し
ており、会場施設、音響等設備、設営等に精通している唯一の事業者
である。またこれまでの実績から祈念式の内容・運営を熟知しており、
当該業務を効率的かつ円滑に実施することが可能であるため丸亀市
福祉事業団と契約した。

6 都市計画課

丸亀市大手町地区4街
区南街区再編整備実
施設計に伴う意図伝達
業務委託

令和7年
9月30日

株式会社オリエンタルコンサ
ルタンツ四国支社

香川県高松市寿町１－３－２

¥4,950,000 第2号

　本業務は、大手町地区4街区南街区（以下「南街区」という。）に整備
を予定している丸亀市民ひろば、歩行者空間及び平面駐車場の実施
設計を行うにあたり、そのデザイン等の監修を行うものである。
　業務にあたっては南街区の基本計画、基本設計のコンセプト及び関
係機関との協議内容を熟知している者しか履行できないため、南街区
の再編整備基本計画及び基本設計業務を受託した株式会社オリエン
タルコンサルタンツ四国支社と随意契約を締結した。

7
ボートレース
事業局
営業課

令和7年度ナイター7場
合同企画運営業務委
託

令和7年
9月1日

株式会社ボートネットワーク
群馬県みどり市笠懸町阿左
美2887

¥1,999,900 第2号

　本業務はナイター7場との連動キャンペーンを実施することにより、電
話投票の売上を向上させるためのものである。契約の相手方はナイ
ター7場での事前協議によって決定したため、同社より見積書を徴し、
随意契約した。

8
学校給食セン
ター

飯山学校給食センター
蒸気ボイラー(1号)缶体
交換修繕

令和7年
9月1日

三浦工業株式会社高松支店

高松市林町2544番地4
¥3,190,000 第2号

本件の修繕の対象は、小型還流蒸気ボイラー2基のうち1基（1号、三
浦工業㈱製 SI-1500VH）で、平成21年度の運用開始後16年が経過し
ているものである。定期検査において、缶体内部の水管に穴が開き、
炉内に水が漏れ、失火する事象が確認された。9月の学校給食再開に
当たって、当分の間は応急的な運用により運転が可能であるが、穴が
拡大する等し1号ボイラーが運転できない場合、給食が提供できない
恐れがあるため、早急に修繕を必要とするものである。
　本件契約に当たり、三浦工業㈱は現用装置の製造者であり、同社高
松支店が現用装置の保守管理の実績と保守履歴を所有し、給食の安
定供給に必要な調理設備の安定稼働の観点から、同社が唯一の受
注候補である。よって、同社から見積を徴し精査のうえ随意契約を締
結した。

9 幼保運営課
丸亀市教育・保育施設
給付費等管理システム
導入業務委託

令和7年
9月8日

キッズコネクト株式会社

東京都港区港南２－１５－３
品川インターシティＣ棟

¥4,400,000 第2号

本業務は子ども・子育て支援制度における保育給付事務において必
要な業務支援システムの導入の調達であり、システムに市が求める最
低限の機能は請求書作成、施設型給付費等の加算申請及び交付申
請、処遇改善等加算に係る加算率認定申請及び実績報告機能であ
る。
　これらをプロポーザル委員会が決定する評価項目及び評価基準に
より、各委員が審査し最も適した事業者を選定したため。

※ボートレース事業局、下水道課(合併処理浄化槽検査業務委
託を除く)の契約については、地方公営企業法施行令第21条の
13第1項中の該当号を示す


